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日本の祝日を定めている「国民の祝日に関する
法律」によれば、「その前日及び翌日が国民の祝日である日（国民の祝日でない日に限る）
は、休日とする」と定めています。暦の関係で本年9月がこれに該当し、21日の敬老の日
（9月の第3月曜日）と23日の秋分の日（秋分日）に挟まれた22日が休日になっています。

国民の祝日に挟まれた日は「休日」

国　税／8月分源泉所得税の納付 9月10日

国　税／7月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

9月30日

国　税／1月決算法人の中間申告 9月30日

国　税／10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合） 9月30日
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不動産賃貸借をめぐる法
律関係は、複雑で分かりに
くいところがあります。そ
の原因の一つとして、賃借
権、地上権、借地権、借家
権、使用賃借権などの紛ら
わしい概念が使われ、相互
にどのような法的な意味の
違いがあるのか分かりにく
いことが挙げられます。
そこで今回は、賃借権と

地上権、借地権について説
明したいと思います。

１ 賃借権（土地賃借権、
建物賃借権）

賃借権は賃貸借契約に基
づく権利で、民法では不動
産だけに限らず動産につい
てもその対象としています。
もっとも、実際には不動産
賃貸借が大部分であり、不
動産の重要な契約形態とい
えます。
そして、不動産には、土

地と建物が含まれることか
ら、不動産に関する賃貸借
も契約形態としては、（A）
土地の賃貸借、（B）建物の
賃貸借、に分類することが
できます。

２ 土地賃借権と地上権と
の違い

地上権設定契約（地上権）
も土地の利用形態の１つで
あり、その意味で土地の賃
貸借と似ていますが、両者
の間には、法的には次のよ
うな基本的な相違点があり
ます。

〈土地賃借権〉
① 借主が土地を使用収益
し、その対価として賃料
を貸主に支払います。
② 土地の利用形態として、
その土地に建物を建てる
だけでなく、青空駐車場、
資材置場等として使用収
益することもできます。
③ 借主が貸主に対して土
地を使用収益させるよう
に請求する権利を有し、
逆に貸主は借主に対し土
地を使用収益させる義務
を負い、「債権」関係が成
り立っています。
④ 賃借権を借主が第三者
に譲渡したり、賃貸借の
対象である土地を第三者
に転貸することは、貸主
の承諾を得ないで行うこ
とはできません。
⑤ 賃借権は登記をするこ
とはできますが、借主は
貸主に対して登記をする
ように請求することはで
きません（登記請求権な
し）。わが国ではほとんど
が土地の賃借権なので、
賃借権の登記は一般的に
行われていません。

〈地上権〉
地上権は、土地に工作物

または竹木を所有するため
に設定された契約によって
成立する権利であり、土地
所有者（地主）を地上権設
定者、地上権を有するもの
を地上権者といいます。
① その対価として地代を
払うものが多いですが、
賃借権と異なり必ずしも
地代の支払いを要件とし

ません。
② その土地に工作物また
は竹木を所有するために
土地を使用する契約形態
であり、建物、ガスタン
ク等の工作物、竹木の所
有という土地の利用形態
を限定したものであり、
青空駐車場や露天の資材
置場等として使用する目
的で地上権設定契約をす
ることはできません。
③ 地上権そのものは、使
用者が土地に対して直接
支配できる権利形態で、
「物権」に該当します。
④ 地上権は地上権者が自
由に第三者へ譲渡するこ
とができます。
このように、土地賃借権

と地上権を比較しますと、
特に建物を所有する目的で
土地を利用する者にとって
は地上権設定が有利なので
すが、実際には地主が主導
的に決めることとなるため、
地上権が設定されるケース
は稀です。

３　借地権とは

a 借地権の法的な意味
借地権は単に土地を借

りる権利ではなく、法的
には“建物の所有を目的
とする”「地上権」または
「土地の賃借権」をいいま
す。

s 借地権に適用される法
律
地上権、土地賃借権に

ついては、原則として民
法が適用されるのに対し
て、借地権は民法ではな
く、まずその特別法であ
る借地借家法が適用され
ます。
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契約の成立

契約とは、相反する意思
表示と意思表示が合致する
ことによって成立する法律
行為をいいます。
たとえば「売ります」あ

るいは「貸します」などと
いった申込みに対して、「買
います」、「借ります」とい
った承諾の意思表示があれ
ば、契約が成立するわけで
す。これらは、文書で表す
必要はなく、口約束であっ
ても双方の意思表示が合致
すれば契約になります。
契約の成立は、原則とし

て双方の意思が合致したと
きです。相手が遠方の場合
には、郵便などでの申込み
の意思表示が先方に届き、
相手が承諾の返事を出した、
そのときに成立する（民法
526条１項）となっています。

条件付と無効

契約の内容のなかには、
「○月○日必着」とか、「○
○年以内に当該土地に建物
ができたら」といったよう
な内容が盛り込まれる場合
もあります。前者は特に
「定期行為」といい、バース

デーケーキ、葬式の花輪の
注文など、その期日を過ぎ
たら意味がなくなるような
内容の契約をいいます。こ
の場合には、履行期に遅れ
たら催告なしに契約を解除
することができ、すでに支
払った代金の返還請求など
ができます。
一方、後者の場合を特に

「停止条件」といい、○○年
以内に土地に建物ができな
ければ、契約の効力そのも

のが発生しません。
そのほか、見本と違う粗

悪品を出されたなどのケー
スも、見本と同じものを売
る債務を履行しなかったわ
けですから、債務不履行で
契約を解除することができ
ます。
また、契約では、はじめ

から効力を生じないケース
もあります。
たとえば相手が満20歳に

達しない未成年者であった
り、心神喪失状態にある成
年被後見人であるなど、法
的に無能力者であった場合
には、契約そのものが無効
となるか、あるいは取消す
ことができます。そのほか、
重大な錯誤（勘違い）があ
った場合、詐欺、脅迫によ
る場合、契約の内容が公序
良俗に反する場合なども同
様に、無効、取消しの対象
となります。

無効と取消し

無効は、はじめから法的
効力を生じない場合をいい、
取消しは取消権者が取消し
の意思表示をした場合に、
最初から無効とみなされる
ことをいいます。
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契約が無効または取消しとなる主なケース
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クラウド・コンピューティング

クラウド・コンピューティングなるも
のが新聞紙上に現れ始めました。パソコ
ン上で動くデータやソフトウエアを管理
する数多くの装置を１つに束ねるもので
す。このクラウド・コンピューティング
とモバイルの結合が、何十年ぶりのコン
ピュータ世界の技術革新の一つになろう
としています。
クラウド・コンピューティングとは、

情報がそれぞれの装置の要素にはなって
おらず、一つのデジタルの“クラウド”
（雲）に一体化されており、さまざまな装
置から指先を動かすだけで必要な情報を
入手できるというものです。
3.4兆ドル市場の世界のIT産業にとっ

て、これによる経済効果は大きいもので
す。今年IT市場は3.8％収縮すると予想さ
れる一方で、これから先の2、3年につい
ては、クラウド・コンピューティングに
期待を寄せています。

天地人

NHKテレビで放映中の大河ドラマ『天地
人』は、戦国武将、上杉謙信と景勝の参謀
であった直江兼続を主人公にしたもので
す。兼続の善政、経済政策は、現在の経済
でも学ぶところは多いものです。兼続の断
行した「非リストラ」「ワークシェアリン
グ」「社内ベンチャー」の内容を紹介しま
す。
兼続は、関ヶ原の戦いで敗けた西軍に参

加していた上杉家の存続を、交渉の末勝ち
取ることに成功します。しかし当然のこと
ながら減封処分が下されます。120万石を
誇った石高は四分の一の30万石にまで減ら
されて、領地も米沢へと替えられてしまい
ます。上杉家にはおそらく３万人あまりの
家臣がいたはずですから、石高に合わせて、
本来ならば2万2,500人を解雇して、7,500
人くらいにまで整理しなければ財政は立ち
行かないはずです。ところが、兼続はリス

トラをせずに米沢へ入っていくのです。
雇用を維持したからには給料を出し続け

なければなりません。兼続は６万石あった
自分の禄高のうち、なんと５万石を家臣た
ちに分け与え、従来の三分の一の禄を保証
したのです。そして残った１万石のうち半
分の５千石は兼続直属の家臣団に分け与え
たのです。まさに現代のワークシェアリン
グ的発想をとったのです。
また、人々が住む場所をあてがうため、

下級武士に荒蕪地の開発をさせて家を作っ
て住まわせ、同時に救荒作物の豆やソバを
作らせています。課税免除や農民への実質
的な減税も行っています。これらは家臣、
農民たちにとって、非常にやる気の出る政
策だったことでしょう。だからこそ、その
後の荻金山、半田銀山の開発や新田開発を
人々の尽力によって行っていくことができ
ました。米沢は鯉料理が有名ですが、鯉の
養殖を始めたのも兼続のアイデアです。社
内ベンチャーの特産物を作ることで領国を
興そうと奮闘もしていたのです。
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